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個人用

ＥＴＣ ＣＡＲＤ

利　用　規　定
トヨタファイナンス株式会社

この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。

 ― ＥＴＣ ＣＡＲＤ利用規定 ― 

第１条（本規定の趣旨）
本規定は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」という）が発行するＥＴＣ ＣＡＲＤ（以下「ＥＴＣカード」という）の利
用に関する基本的事項を定めるものです。ＥＴＣカードの利用にあたっては、本規定の他、別途道路事業者が定めるＥＴＣシステ
ム利用規程を遵守するものとします。

第２条（ＥＴＣカードの貸与と取扱）
1.	当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカードの会員で、当社所定の方法によりＥＴＣカー

ド発行の申込を行い、当社が適当と認めた方（以下「会員」という）に対し、会員が指定し当社が認めたクレジットカード（以下「親カー
ド」という）にＥＴＣカードを追加して発行し、貸与します。なお、新たに当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、ＥＴＣカー
ドも同時に申込むものとします。

2.	会員は、ＥＴＣシステムの利用にあたっては、親カードに代えてＥＴＣカードを使用することにより、親カードの決済機能を利用
することができます。

3.	ＥＴＣカードの所有権は当社に帰属します。
4.	ＥＴＣカードは、ＥＴＣカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5.	会員は、貸与されたＥＴＣカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、ＥＴＣカード上に表示された会員本人以外の者（以

下「他人」という）に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにＥＴＣカードの占有を移転することはできないもの
とします。ただし、当社がＥＴＣカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。

6.	前項の規定に違反し、ＥＴＣカードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第３条（定義）

本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
①「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪

神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のう
ち、当社又は当社とＥＴＣカード発行に関する契約を締結した企業とＥＴＣ決済契約を締結した者をいいます。

②「ＥＴＣシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ＥＴＣカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを
利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。

③「ＥＴＣカード」とは、ＥＴＣシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
④「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行う機能を有する装置のことをいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のＥＴＣ車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置

のことをいいます。
第４条（ＥＴＣカードの利用方法）
1.	会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ＥＴＣカードでの通行

料金支払いができるものとします。
2.	前項の規定にかかわらず、会員は、道路事業者所定の料金所において、ＥＴＣカードの呈示による通行料金の支払いを求められた

場合には、これに応じるものとします。
第５条（ＥＴＣカード利用代金の支払方法）

ＥＴＣカード利用代金の支払方法は 1 回払に限るものとし、会員は親カードの会員規約（以下「会員規約」という）に定めるとこ
ろに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。

第６条（ＥＴＣカードの利用可能枠）
ＥＴＣカードの利用は、カード利用可能枠の範囲内に限られるものとします。

第７条（利用状況に関する疑義）
1.	当社からのＥＴＣカード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします｡
2.	前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、当社へのＥＴＣカード利用代金の支払い義

務は免れないものとします。
第８条（ＥＴＣカードの紛失・盗難等）

ＥＴＣカードの紛失・盗難等により他人にＥＴＣカードが利用された場合の会員の責任については、親カードの会員規約第 15 条を
準用するものとし、同条による補償の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。なお、会員が、Ｅ
ＴＣカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について、重大な過失があったものとみなします。

第９条（年会費）
会員は、ＥＴＣカードの利用にあたっては、当社所定の期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、
理由の如何を問わず返還しないものとします。

第10条（ＥＴＣカードの有効期限）
1.	ＥＴＣカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ＥＴＣカード券面に表示した月の末日までとします。
2.	当社は、ＥＴＣカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を

更新した新たなカード（以下「更新カード」という）を送付します。なお、ＥＴＣカードの有効期限の 13 ヶ月前に属する月の 1
日から有効期限の 2 ヶ月前に属する月の末日までにＥＴＣカードの利用がない場合、当社は会員へ通知のうえ、更新カードを送付
しないことができるものとします。

3.	会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、
会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。

4.	ＥＴＣカードの有効期限前におけるＥＴＣカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規定を適用するもの
とします。

第11条（ＥＴＣカードの退会）
1.	会員は当社所定の方法によりＥＴＣカードの退会をすることができます。この場合、直ちにＥＴＣカードその他当社からの貸与物

を返還し、当社所定の手続を行います。
2.	会員が親カードを退会し、または親カードの会員資格を喪失した場合は、当然にＥＴＣカードも退会となります。なお、この場合、

当該会員に係る家族会員に貸与されているＥＴＣカードも同様に当然に退会します。この場合、会員は、ＥＴＣカードについて別
途当社所定の退会手続きを行う必要はありませんが、退会後ＥＴＣカードを直ちに当社に返還します。

3.	会員は、第 1 項または第 2 項による退会または会員資格の喪失の後に会員がＥＴＣカードを利用した場合にも、第 5 条に基づきＥ
ＴＣカード利用代金を支払います。

4.	第 1 項および第 2 項にかかわらず当社がＥＴＣカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、ＥＴＣカードを切断し利用不能の
状態にして処分します。
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第12条（再発行）
ＥＴＣカードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合
のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。

第13条（利用停止措置等）
会員の本規定又は会員規約に違反した場合、ＥＴＣカードの利用状況が適当でない場合等におけるＥＴＣカードに関する利用停止
および返還もしくは回収の措置については、会員規約第 19 条を準用するものとします。

第14条（免責）
当社は、ＥＴＣカード利用代金の決済に関する事項を除き、ＥＴＣシステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるい
は損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。

第15条（道路事業者による請求）
1.	第 5 条の規定にかかわらず、当社と道路事業者との間で特に必要と判断した場合は、道路事業者から会員に対し、ＥＴＣカードの

利用にかかる代金を請求することがあります。
2.	会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員の属性およびＥＴＣカードの利用に関する情報を提供する場

合があることに予め同意するものとします。
第16条（規定の変更）

当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応す
るためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発
生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができる
ものとします。

第17条（会員規約の適用）
本規定に定めのない事項については、親カードの会員規約に定めるところによるものとします。

第18条（一体型カード）
1.	当社のクレジットカードの機能と、ＥＴＣシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を一枚で提供するカード（以下「一

体型カード」という）の利用に関する基本的事項は、本条に定めるとおりとします。
2.	一体型カードの利用にあたっては、前各条について、次項に定めるものを除き、「ＥＴＣカード」を「一体型カード」と読み替えた

うえで準用するものとします。
3.	一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項、第 2 条第 2 項、第 5 条、第 7 条第 1 項、第 11 条第 1 項、第 11 条第 2 項お

よび第 17 条を以下のとおり読み替え、第 4 条第 3 項を以下のとおり追加し、第 3 条第 1 項第 3 号を削除したうえで、準用するも
のとします。
①第 2 条第 1 項
	「当社は、本規定および当社が発行するクレジットカードの会員規約（以下「会員規約」という）を承認の上、当社所定の方法に

より一体型カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方（以下「会員」という）に対し、一体型カードを発行し、貸与します。」
②第 2 条第 2 項
	「会員は、ＥＴＣシステムの利用にあたっては、一体型カードを使用することにより、会員規約に定める決済機能を利用すること

ができます。」
③第 4 条第 3 項
	「ＥＴＣシステムと当社のクレジットカードの両方を取り扱う料金所では、原則として、ＥＴＣシステムの利用として取り扱うも

のとします。」
④第 5 条
	「前条による一体型カード利用代金の支払方法は 1 回払に限るものとし、会員は会員規約に定めるところに従い支払うものとしま

す。」
⑤第 7 条第 1 項
	「当社からの第 4 条による一体型カード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。」
⑥第 11 条第 1 項
	「会員が、クレジットカードの会員を退会し、又は会員資格を喪失した場合、一体型カードの会員資格も喪失します。」
⑦第 11 条第 2 項
	「会員は、第 1 項による退会または会員資格の喪失の後に会員が一体型カードを利用した場合にも、第 5 条に基づき一体型カード

利用代金を支払います。」
⑧第 17 条
	「本規定に定めのない事項については、会員規約に定めるところによるものとします。」

第19条（道路事業者所定の料金所以外での利用）
第 4 条の規定にかかわらず、会員は、当社が別途認める場合に、ＥＴＣカードを道路事業者所定の料金所以外での支払いに利用す
ること（以下「有料道路外利用」という）ができます。この場合、会員は、本規定および別途有料道路外利用にかかるサービスを
提供する事業者が定める利用規約等（本規定に反しない内容に限る）に従って、ＥＴＣカードを利用するものとし、当社は、ＥＴ
Ｃカード利用代金の決済に関する事項を除き、有料道路外利用にかかるサービス、ETC システム、車載器、その他車両運行に関す
る紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。

※	この利用規定に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカード
を切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。

（取扱カード会社）
トヨタファイナンス株式会社
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